
住宅用火災警報器はついてますか？  

全国の住宅火災による死者は毎年 1,000 名をこえており、そのうち約 6割が逃げ遅れによるものです。また、年齢別では 65 歳以上の方が約 6割を占

めています。住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効であり、逃げ遅れによる死者を防ぐ切り札とも言えるものです。 

住宅用火災警報器の設置は義務化されております。設置されていない方は早急に設置しましょう。 

 

住宅用火災警報器には寿命があります。 

新築住宅への住宅用火災警報器設置義務化から 10 年経過しました。10 年が経過すると警報器本体が劣化し、火災を感知できなくなるおそれがある

ので、新しい住宅用火災警報器に交換してください。 

また、電池切れや環境（ほこり）によって、作動しなくなることがあります。電池や作動の点検を定期的に実施して、適正な維持管理をしてください。                        

                                                                      

Q 住宅用火災警報器ってなに？ 

A 住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。高齢者の方や目や

耳の不自由な方には、火災警報器からの信号を検知して強い光（フラッシュ）と大きな音でお知らせする補助警報装置をおすすめします。就寝中や仕

切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。 

つまり、住宅用火災警報器は、住宅火災から大切なご家族を守るために重要な役割を果たしています。 

 

住宅用火災警報器 

     煙式         熱式              光や音で知らせる補助警報器具 設置・交換・点検 

 しましょう 

 

 

 

 

 

Q いつから義務付けられているの？ 

A 新築住宅は平成１８年６月１日から、既存住宅は平成２１年６月１日から設置が義務化されています。 

 



Q どこに付ければいいの？ 

A 寝室 

寝室がある階の階段 

居室（７㎡以上）が５室以上ある階（寝室がない階）の廊下 

台所・・・設置は条例では義務付けられておりませんが、火気使用の頻度が多いことと、住宅火災の中で台所からの出火が考えられるので、設置するこ

とをお勧めします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １階の階段には設置不要 

Q どのくらいの効果があるの？ 

A 日本に先立って義務化を進めた米国では、1970年代後半には火災によって約 6,000人の死者が発生していましたが、住宅用火災警報器の普及率の

上昇に伴って死者数が減少し、普及率が 90％を超えた近年では死者数がピーク時から半減（3,000人弱）したという効果が現れています。 



勝負の決め手は初期消火 

日本においても、義務化前の平成 17年の住宅火災件数は 18,751件だったのに対し、去年１年間は 12,097件と 35％減っており、また、住宅用火災警

報器を設置していた家庭における奏功例が多数報告されています。 

≪住宅用火災警報器の奏功事例≫ 

   

  

 

  

   

    

  

  

  

 

Q 悪質訪問販売もあったりするの？ 

A 悪質訪問販売には、十分ご注意ください。 

・ 消防署や市、町の職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。  

・ 自分の家に何個必要か消防署に確認し、早めに設置しましょう。  

・ 口車に乗せられて購入しない。 

住宅用火災警報器について、その他わからないことがありましたら、消防署にご相談下さい。 

駿東伊豆消防本部 予防課 055-920-9101 

  沼津北消防署   055-923-0119      田方中消防署   0558-76-0119 

  沼津南消防署   055-934-0119      田方南消防署   0558-74-0119 

  清水町消防署   055-973-0119      伊東消防署   0557-38-0199 

  田方北消防署   055-978-0119      東伊豆消防署   0557-95-0119                                

 

＜関係リンク集＞                                                            

【住宅用火災警報器の設置・交換・点検】    静岡県消防保安課 リーフレット 

【住宅用火災警報器の交換・点検】        一般社団法人 日本火災報知機工業会 リーフレット 

【住宅防火情報について】             総務省消防庁予防課 パンフレット・映像資料等 イラスト出典：総務省消防庁ホームページ 

http://www.suntoizufd119.jp/yobo/jukeiki_PR.pdf
http://www.suntoizufd119.jp/yobo/jukeiki_rf.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/materials/

